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本県では、昭和５７年度策定の「千葉県障害者施策長期推進計画」以来、数か年

にわたる基本計画を策定し、計画に基づき、障害者施策の推進と、障害福祉サービ

スや相談支援を提供するための体制の確保を図ってきました。 
 

この間、国では社会モデルの概念が盛り込まれた「障害者基本法」の改正（平成２

３年８月公布）や、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者

差別解消法」という。）」の成立（平成２５年６月公布）等、様々な法整備を経た後、

平成２６年に障害のある人に関する初めての国際条約である「障害者の権利に関する

条約（以下「障害者権利条約」という。）」を批准しました。本条約については、令和

４年に障害者権利委員会による政府報告の審査が実施され、同委員会による見解及び

勧告を含めた総括所見が採択・公表されました。 

 

また、近年では、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関

相互の連携強化等を内容とした「障害者差別解消法」の一部改正（令和３年６月公布）

や、障害のある人による情報取得及び利用並びに意思疎通支援に係る施策に関して基

本理念を定め、国や地方公共団体等の責務を明らかにした「障害者による情報の取得

及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」の制定（令和４年５月公布）

など、様々な制度改正等を通じ、障害のある人の地域生活を支える仕組みの構築が図

られてきたところです。 

 

一方、本県においては、これまで重度の強度行動障害のある人に対する支援を担っ

てきた千葉県袖ケ浦福祉センターが令和４年度末をもって廃止されました。今後は、

「千葉県重度の強度行動障害のある方への支援システム」を円滑に運用し、本人に

合った暮らしの場を確保していく必要があります。 

 

このほか、新型コロナウイルス感染症の拡大は、相談支援を受ける機会の喪失や、

コミュニケーション方法の制約など、障害のある人に大きな影響を与えました。この

ような非常時では、障害のある人がより深刻な影響を受けることから、非常時に障害

のある人が受ける影響などに留意し、各種施策を推進していかなければなりません。 

 

本県では、以上のような障害者施策や社会情勢の変化に的確に対応しながら、障害

のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築を目指して、第八次千葉県障

害者計画を策定します。  

１ 計画策定の背景 
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本計画は、障害福祉に関する総合的な計画として、より実効性の高い計画とするた

め、以下の計画や施策を一体的に策定するものです。 

① 都道府県障害者計画（「障害者基本法」第１１条第２項） 

② 都道府県障害福祉計画（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（以下「障害者総合支援法」という。）」第８９条第１項） 

③ 都道府県障害児福祉計画（「児童福祉法」第３３条の２２第１項） 

※難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を含む。 

④ 手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の養成その他手話等の

普及の促進に必要な施策（「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例（以下

「手話言語等条例」という。）」第８条第１項） 

 

また、本計画は、令和４年に制定された「障害者による情報の取得及び利用並びに

意思疎通に係る施策の推進に関する法律」の規定の趣旨を踏まえて策定しているほ

か、千葉県総合計画や千葉県地域福祉支援計画、千葉県保健医療計画などといった、

障害者施策に関連する本県の他の計画と連携し、整合性を図りながら策定していま

す。 

 

＜国・県の計画等策定状況＞ 

 

 

  

第３期計画

第７期計画基本指針

第３期計画基本指針

第５次計画

6 7 8

第８次計画

第７期計画

27 28 29 30～平成23 24

県

障害者計画 第４次計画（21年度～） 第４次計画＜改訂＞

25 26

障害福祉計画 第２期計画（21年度～） 第３期計画

年度
令和
元

2 3 4 5

第４期計画 第５期計画

第１期計画

第５次計画 第６次計画 第７次計画

第６期計画

国

障害者基本計画 第３次計画 第４次計画

障害福祉計画
基本指針

第２期計画基本指針
（21年度～）

第２次後期（20年度～）

第２期計画基本指針

第３期計画基本指針 第４期計画基本指針 第５期計画基本指針 第６期計画基本指針

障害児福祉計画
基本指針

第１期計画基本指針

第２期計画障害児福祉計画

２ 計画策定の趣旨・位置付け 
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障害者権利条約は、障害のある人の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害のあ

る人の固有の尊厳の尊重を促進することを目的としていますが、このような条約の理

念は障害者基本法においても引き継がれ、同法第１条では、「障害の有無にかかわら

ず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」

との基本理念が示されています。 

 

第八次千葉県障害者計画では、このような障害者基本法と共通の基本理念の下、 

障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築 

を目標として掲げ、目標とすべき社会の姿を常に念頭に置きながら、本計画に基づ

く施策を推進していきます。 

 

 

 

（１） 自己決定の尊重と意思決定の支援 

障害者施策の策定や実施に当たっては、障害のある人やその生活を支援する家族等

の意見を尊重し、施策に反映させていくとともに、障害のある人が適切に意思決定を

行い、その意思を表明することができるよう、意思決定の支援を行っていきます。 

 

（２） あらゆる場面におけるアクセシビリティの向上 

障害のある人のアクセシビリティ向上の環境整備を図り、障害のある人の活動を制

限し、社会への参加を制約している社会的障壁の除去を進め、障害のある人がその能

力を発揮しながら安心して生活できるように施策を推進していきます。 

障害のある人がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくため、アクセシビリ

ティに配慮した施設等の普及促進に努めていくほか、必要な情報に円滑にアクセス

し、意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、社会的障壁の除去に向

けた各種取組を推進します。 

また、画像認識や音声認識など、新たな技術を用いた機器やサービスはアクセシビ

リティとの親和性が高いことから、情報伝達や意思疎通など、様々な場面で新たな技

術の利活用について検討します。 

なお、新たな技術を用いた機器やサービスの利活用に当たっては、当該機器・サー

ビスが新たな社会的障壁となる可能性があることにも留意します。 

３ 計画の基本理念と目標 

４ 策定に係る各分野に共通する基本的な考え方 
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（３） 当事者本位の総合的・横断的な支援 

障害のある人が各ライフステージを通じて適切な支援を受けられるよう、福祉や教

育、雇用等の各分野の有機的な連携の下、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援

を行います。 

複数の分野にまたがる課題については、障害のある人やその生活を支援する家族等

の意向を踏まえつつ、福祉や教育、医療、雇用等の各関係機関等で必要な情報を共有

する等、連携を図りながら、総合的かつ横断的に対応していきます。 

 

（４） 障害特性等に配慮した支援 

障害者施策については、障害特性や障害の状態等に応じ、障害のある人の個別的な

支援の必要性を踏まえて策定、実施します。 

その際、外見からは判別しにくい障害が持つ特有の事情を考慮するとともに、状態

が変動する障害は症状が多様化しがちであり、障害の程度を適切に把握することが難

しい点についても留意します。 

 

（５） 複合的困難に配慮したきめ細かい支援 

障害のある女性をはじめ、複合的に困難な状況に置かれた障害のある人に対して

は、きめ細かい配慮の下、施策を実施していく必要があります。 

障害のある女性については、性犯罪や性暴力等、女性であることにより複合的に困

難な状況に置かれる場合があることも念頭に置きつつ、施策を推進していきます。 

また、障害のある子どもについては、成人とは異なる支援が必要であることに留意

しながら、子どもの能力や可能性を最大限に伸ばすため、一人一人のニーズに応じた

支援を行います。 

 

（６） 障害を理由とする差別の解消 

障害者差別解消法や「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例

（以下「障害者条例」という。）」に基づき、様々な主体との連携を図りつつ、事業

者、県民等の幅広い理解の下、障害者差別の解消に向けた取組を積極的に推進します。 

 

（７） 施策の総合的かつ計画的な取組の推進 

障害者施策のＰＤＣＡサイクルを構築し、着実に実行するとともに、当該サイクル

等を通じて施策の見直しを行います。 

 

① 企画（Plan） 

必要なデータ収集を行い、障害のある人や障害のある人を取り巻く社会環境を適切
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に把握しながら、計画に掲げる施策について具体的な数値目標等を設定し、より効果

的な施策を企画します。 

 

② 実施（Do） 

障害のある人やその家族等の意見を聴き、高齢者施策や医療関係施策等、障害者施

策に関係する他の計画や施策等との整合性を確保しながら、計画の内容を踏まえた事

業を実施します。 

 

③ 評価（Check） 

数値等に基づき取組の実施状況やその効果の把握、評価を行い、施策の実施に当た

り課題や支障が生じている場合は、具体的な要因について必要な分析を行い、その円

滑な解消に努めます。 

 

④ 見直し（Act） 

障害者施策の推進に係る取組の実施状況やその効果に係る評価結果を踏まえ、取組

の見直しや、新規施策の検討を行います。 

なお、社会情勢の変化等により本計画の変更の必要性が生じた場合は、計画期間の

途中であっても、本計画を柔軟に見直すこととします。 

 

（８） デジタル技術の活用 

今後想定される労働人口の減少も見据え、デジタル技術を用いた情報共有等や現場

における業務効率化などにより、福祉サービスの質を高め、障害のある人が、住み慣

れた地域で自分らしく暮らせる環境を実現します。 

 

（９） 持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現（ＳＤＧｓの視点） 

ＳＤＧｓは、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現

を目指す世界共通の目標です。 

ＳＤＧｓの考え方は、障害者施策の推進に当たり、県が目指すべき方向性と同じで

あることから、様々な関係者と共生社会の実現という考え方を共有し、広範な課題に

対して連携・協同して取り組むこととします。 
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令和６年度から８年度までの３年間とします。 

 

  

５ 計画期間 
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本県では、障害者総合支援法第８９条の３の規定により、関係機関や関係団体、障

害のある人やその家族等で構成される千葉県総合支援協議会（以下「総合支援協議会」

という。）を設置しています。 

総合支援協議会は、県全域の障害のある人への支援体制の整備を図る上で主導的な

役割を担うものですが、障害者計画の策定は、このような総合支援協議会の役割と密

接に関わるものであるため、総合支援協議会と同一の構成員で構成される第八次千葉

県障害者計画策定推進本部会（以下「策定推進本部会」という。）を設置し、両会を

一体的に運営する中で障害者計画の策定を進めてきました。 

計画の策定に当たっては、策定推進本部会の下に設置された６つの専門部会におい

て各担当分野における具体的な検討を行い、策定推進本部会が各専門部会での検討結

果を集約し、更にその集約結果を検討することで計画案を作成しました。 

このようにして策定された計画案について、千葉県障害者施策推進協議会（障害者

基本法第３６条第１項の合議制の機関、以下「施策推進協議会」という。）で意見を

聴き、第八次千葉県障害者計画を策定しました。 

なお、本計画は、関係団体等に対する意見聴取やパブリックコメントの実施により、

広く県民の声を聴きながら策定しています。 

 

 

千葉県障害者施策推進協議会（法定審議会）

千葉県総合支援協議会

（第八次千葉県障害者計画策定推進本部会）

各専門部会

入所・地域

生活支援

精神障害者

地域生活支

援

権利擁護 療育支援 相談支援 就労支援

進捗状況報告、施策提案、代表参加、相談活動報告 全体調整

６ 策定体制 
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（１） 取組の状況 

毎年度、千葉県障害者計画策定推進本部会において、第七次千葉県障害者計画に係

る「取組の方向性」の進捗状況、「数値目標」の達成状況、障害福祉サービス等の提供

状況等について、評価及び検討を行っています。 

その後、評価及び検討の結果を施策推進協議会に報告し、同協議会の意見を踏まえ

た上で、効率的な事業の推進を図っています。 

 

（２） 政策実現の目安となる数値目標 

第七次千葉県障害者計画では、地域生活への移行の推進に当たり、障害のある人の

地域における住まいの場を確保するため、グループホームの整備を最重要施策の一つ

と位置付け、推進してきました。その結果、グループホーム等の定員については、令

和４年度時点で１０，４１０人となり、計画最終年度（令和５年度）の目標値を上回っ

ています。 

また、施設入所者数についても、令和４年度時点で４，３５５人となり、計画最終

年度（令和５年度）の目標値を達成しています。 

さらに、入所施設から地域生活への移行者数については、令和３年度から令和５年

度の３年間で１９２人という目標に対し、令和３年度と令和４年度の２年間で１３７

人となっており、目標を上回るペースで移行が進んでいます。 

 

第七次計画の進捗状況（令和４年度まで） 

項目 令和元年度実績 令和４年度実績 
令和５年度 

（最終年度）目標 

グループホーム等 

の定員 
6,428 人 

10,410 人 

（3,982 人増） 

8,400 人 

（1,972 人増） 

施設入所者の 

地域生活への移行者数 

234 人 
3 年間累計 
（H29～R1） 

137 人 
2 年間累計 
（R3～R4） 

192 人 
3 年間累計 
（R3～R5） 

施設入所者数 4,449 人 
4,355 人 

（94 人減） 

4,395 人 

（54 人減） 

 
  

７ 第七次千葉県障害者計画の進捗状況 
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10,969 10,988 11,033 11,020 11,180 11,147 
12,752 12,828 13,031 13,019 13,268 13,564 

2,490 2,469 2,540 2,555 2,584 2,608 

92,595 90,723 89,671 87,998 86,446 84,296 

60,287 61,247 62,967 64,061 65,244 66,268 

179,093 178,255 179,242 178,653 178,722 177,883 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

29 30 元 2 3 4

身体障害者手帳所持者数の推移（障害部位別）

内部障害

肢体不自由

音声・言語・

そしゃく機能

障害

聴覚・平衡

機能障害

視覚障害

（年度末）

（人）

 

 

 

（１） 身体障害のある人 

県内における身体障害者手帳所持者数は、令和４年度末現在で１７７，８８３人で

す。平成２９年度末の１７９，０９３人と比べると、５年間で１，２１０人、割合で

０．７％減少しています。 

また、障害部位別では、「肢体不自由」が全体の４７．４％と最も高く、「内部障害」

が３７．３％、「聴覚・平衡機能障害」が７．６％、「視覚障害」が６．３％、「音声・

言語・そしゃく機能障害」が１．５％と続いています。「内部障害」のある人は他の障

害と比較して大きく増加しており、令和４年度末までの５年間で６０，２８７人から

６６，２６８人へ９．９％増加しました。その中でも、「心臓機能障害」や「じん臓機

能障害」の手帳所持者数が平成２９年度と比較して大きく増加しています。 

 

注：端数処理の関係で、各項目の構成比の合計が 100%にならないことがあります。 

 

 

 

資料：県障害者福祉推進課調べ 

１ 障害のある人の手帳の所持等の状況 
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資料：県障害者福祉推進課調べ 

1,825 1,876 1,940 2,036 2,121 2,149 
9,313 9,491 9,891 10,145 10,435 10,652 
2,444 2,355 2,363 2,319 2,247 2,208 

15,647 15,957 16,554 16,836 17,178 17,549 

31,058 31,568 32,219 32,725 33,263 33,710 

60,287 61,247 62,967 64,061 65,244 66,268 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

29 30 元 2 3 4

身体障害者手帳所持者数の推移（内部障害部位別）

心臓

じん臓

呼吸器

ぼうこう・直腸

その他

（年度末）

（人）

3,774 3,713 3,650 3,655 3,696 3,535 
49,919 49,154 48,644 48,401 48,628 48,100 

125,400 125,388 126,948 126,597 126,398 126,248 

179,093 178,255 179,242 178,653 178,722 177,883 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

29 30 元 2 3 4

身体障害者手帳所持者数の推移（年齢階層別）

65歳～

18～64歳

0～17歳

（年度末）

（人）

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢階層別では、令和４年度末時点で６５歳以上の人の割合が７１．０％と最も高

く、１８～６４歳の割合が２７．０％、０～１７歳の割合が２．０％と続いています。

この割合は２９年度末からほぼ変化がありません。 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  
資料：県障害者福祉推進課調べ 
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資料：県障害者福祉推進課調べ 

91,053 90,397 90,680 90,519 89,828 88,953 

69,889 69,738 70,366 70,023 70,721 70,791 

18,151 18,120 18,196 18,111 18,173 18,139 

179,093 178,255 179,242 178,653 178,722 177,883 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

29 30 元 2 3 4

身体障害者手帳所持者数の推移（障害程度別）

軽度

中度

重度

（人）

（年度末）

また、障害程度別では、令和４年度末時点で重度（１級、２級）の割合が５０．０％

と最も高く、中度（３級、４級）の割合が３９．８％、軽度（５級、６級）の割合が

１０．２％と続いています。この割合は２９年度末からほぼ変化がありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害部位別では、中度の内部障害が、平成２９年度末からの増減率で２１．６％増

と最も高くなっています。 

 

身体障害者手帳所持者の障害部位別の程度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 重度 中度 軽度 

視覚障害 
7,351 
7,668 

（+4.3%） 

1,415 
1,476 

（+4.3%） 

2,203 
2,003 

（-9.1%） 

聴覚･平衡 
機能障害 

4,055 
3,886 

（-4.2%） 

4,178 
4,880 

（+16.8%） 

4,519 
4,798 

（+6.2%） 

音声・言語・ 
そしゃく機能 

障害 

285 
334 

（+17.2%） 

2,205 
2,274 

（+3.1%） 
 

肢体不自由 
40,367 
36,682 

（-9.1%） 

40,799 
36,276 

（-11.1%） 

11,429 
11,338 

（-0.8%） 

内部障害 
38,995 
40,383 

（+3.6%） 

21,292 
25,885 

（+21.6%） 
 

上段：平成 29 年度 

中段：令和 4 年度 

下段：増減率 
 

資料：県障害者福祉推進課調べ 
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10.2%

12.1%

9.5%

21.9%

31.1%

43.6%

68.0%

56.7%

46.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0～17歳

18～64歳

65歳～

身体障害者手帳所持者の障害程度の割合（年齢階層別・令和４年度）

軽度

中度

重度

 

全ての年代で重度が最も高い割合を占めています。特に１８歳未満では、重度が６

８．０％を占めており、他の年代（１８～６４歳：５６．７％、６５歳～：４６．９％）

と比較しても高い割合となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注：端数処理の関係で、各項目の構成比の合計が 100%にならないことがあります。 

資料：県障害者福祉推進課調べ 
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16,000 16,326 16,725 17,072 17,651 17,955 

10,451 10,658 11,297 11,728 12,118 12,190 

15,007 15,634 16,016 16,639 17,082 18,079 
41,458 42,618 44,038 45,439 46,851 48,224 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

29 30 元 2 3 4

療育手帳所持者数の推移（障害程度別）

軽度

中度

重度

（人）

（年度末）

12,173 12,369 12,838 13,160 13,411 13,310 

29,285 30,249 31,200 32,279 33,440 34,914 

41,458 42,618 44,038 45,439 46,851 48,224 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

29 30 元 2 3 4

療育手帳所持者数の推移（年齢階層別）

18歳

以上

18歳

未満

（人）

（年度末）

（２） 知的障害のある人 

県内における療育手帳所持者数は、令和４年度末現在で４８，２２４人です。平成

２９年度末の４１，４５８人と比べると、５年間で６，７６６人、割合で１６．３％

増加しています。 

障害程度別では、軽度が最も増加しており、平成２９年度末から令和４年度末まで

の５年間で、人数で３，０７２人、割合で２０．５％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、年齢階層別では、１８歳以上が占める割合は、平成２９年度末が７０．６％

であったのに対し、令和４年度末は７２．４％であり、やや増加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：県障害者福祉推進課調べ 

資料：県障害者福祉推進課調べ 
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なお、１８歳未満では軽度が、１８歳以上では重度が最も高い割合を占めています。 

 

 

 
 
 
  

49.3%

33.0%

21.6%

26.7%

29.1%

40.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳未満

18歳以上

療育手帳所持者の障害程度の割合（年齢階層別・令和４年度）

軽度

中度

重度

資料：県障害者福祉推進課調べ 
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（３） 精神障害のある人 

県内における精神障害者保健福祉手帳所持者数は、令和４年度末現在で６３，８０

５人です。平成２９年度末の４３，５７４人と比べると、５年間で２０，２３１人、

割合で４６．４％増加しています。障害程度別では２級の手帳所持者が最も多く、全

体の５８．０％を占めています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

6,888 6,970 6,961 7,144 7,291 7,388 

25,846 27,984 30,281 32,033 34,448 36,982 

10,840 
12,281 

14,261 
15,485 

17,420 
19,435 

43,574 
47,235 

51,503 
54,662 

59,159 

63,805 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

29 30 元 2 3 4

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（障害程度別）

３級

２級

１級

（人）

（年度末）

資料：県障害者福祉推進課調べ 
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10,624 10,360 10,135 9,834 9,949 9,539 

85,181 89,147 94,249 

108,088 
102,630 107,632 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

29 30 元 2 3 4

精神科入院患者数と自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移

入院患者

通院受給者

（人）

（年度）

351.4 
347.7

341.4

363.4

351.7 348.9

7,092 
6,919 

6,885 
6,660 6,707 

6,460 

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

300

310

320

330

340

350

360

370

380

29 30 元 2 3 4

精神科病院における平均在院日数・一年以上入院者数の推移

平均在院日数

一年以上入院者

（日）

（年度）

（人）

精神科医療の利用状況では、精神科入院患者数について、平成２９年度が１０，６

２４人であったのに対し、令和４年度は９，５３９人であり、１０．２％減少してい

ます。 

また、自立支援医療費（精神通院医療）の受給者数については、平成２９年度が８

５，１８１人であったのに対し、令和４年度は１０７，６３２人であり、２６．４％

増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

精神科病院に１年以上入院している人の数は、令和４年度は６，４６０人でした。

平成２９年度の７，０９２人と比べると８．９％の減少です。なお、平均在院日数に

ついては、横ばい傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入院：各年度 6月 30 日現在、資料：「精神保健福祉資料」 

通院受給者：各年度の末日現在、資料：県障害者福祉推進課調べ 

平均在院日数：各年 1月 1 日～12 月 31 日の平均値、資料：「病院報告」 

一年以上入院者：各年度 6月 30 日現在、資料：「精神保健福祉資料」 



18 

 

 

（１） 発達障害  

発達障害者支援法においては、発達障害の定義を「自閉症、アスペルガー症候群そ

の他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の

障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」としています。 

このように発達障害には様々な種類がありますが、同じ種類の障害でも年齢や環境

により目立つ症状が異なることや、逆に、別の種類の障害でも症状に重なり合う部分

があることなどから、障害の種類を明確に分けて診断することは難しいとされていま

す。 

障害の種類にかかわらず、発達障害において重要なのは、障害そのものを早期に発

見し、本人の社会生活に困難が生じる前に適切に配慮・支援を行うことと言えますが、

障害そのものを本人や家族が認識していない場合も多いと考えられます。 

文部科学省が令和４年１月から２月にかけて学校教員等を通じて行った調査では、

全国の公立の小・中学校の通常学級に、特別な教育的支援を必要とする児童生徒が約

８．８％いると推計しています。 

なお、本県では平成１４年１０月に「千葉県発達障害者支援センター」を設置し、

診断や手帳の有無を問わず発達障害のある人等に対して相談等の支援を行っていま

す。令和４年度には１，３２５人に対して相談支援を行いました。 

 

 

  

1,018 

725 

989 921 
1,047 

1,171 

227 

131 

168 
110 

95 

154 
1,245 

856 

1,157 

1,031 
1,142 

1,325 

0

500

1,000

1,500

29 30 元 2 3 4

発達障害者支援センター相談支援人数

就労関連

就労以外

（人）

（年度）

資料：県障害福祉事業課調べ 

２ 様々な障害の状況 
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※平成２９年度は、高次脳機能障害支援普及事業相談件数に千葉リハビリテーションセンター内の

高次脳機能障害支援センターへの相談件数が含まれている。 

（２） 高次脳機能障害 

高次脳機能障害とは、病気や事故等の様々な原因で脳が損傷されたことにより、言

語、思考、記憶、行為、学習等、高次の知的な機能に障害が起きた状態のことです。 

高次脳機能障害は、身体的な後遺症がない場合、外見から障害が分かりにくく、障

害の内容や程度も様々です。また、身体障害や精神障害に分かれて判定されているこ

ともあるため、高次脳機能障害のある人の人数や状態等、実態の把握は難しい状況で

す。 

本県では、４箇所の支援拠点機関を設置し、専門的な相談支援や関係機関とのネッ

トワークの構築などを行っており、令和４年度の相談件数は６，０９７件でした。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11,398 

4,972 4,805 

6,484 
6,932 

6,097 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

29 30 元 2 3 4

高次脳機能障害支援普及事業相談件数

（年度）

（件）

資料：県障害者福祉推進課調べ 

※ 



20 

278人 485人

（３） 重症心身障害、医療的ケア児・者 

発達期までに生じた重度の知的障害と重度の肢体不自由を併せ持つ状態を重症心

身障害といいます。 

平成３０年に医療・福祉・教育・行政の各機関に対し調査協力を行い実施した「重

症心身障害児者及び医療的ケア児者の実態調査」の結果、県内の３歳以上１８歳未満

の重症心身障害児は６２１人、１８歳以上の重症心身障害者は８７４人で合わせて

１，４９５人でした。 

また、様々な疾病により、乳幼児期に長期入院した後、退院後も人工呼吸器、胃ろ

う等を使用し、たんの吸引や経管栄養などが日常的に必要な人を医療的ケア児・者と

言います。 

同調査で１歳以上１８歳未満の医療的ケア児は５３３人、１８歳以上の医療的ケア

者は４１９人で合わせて９５２人でした。 

なお、重症心身障害児・者と医療的ケア児・者は一部重なっており、医療的ケアが

必要な重症心身障害児は３４３人、医療的ケアが必要な重症心身障害者は３８９人で

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［18 歳未満の『児』］ ［18 歳以上の『者』］ 

重症心身障害児 
 

621 人 
（278＋343） 

343 人 

医療的ケア児 
 

533 人 
（190＋343） 

重症心身障害者 
 

874 人 
（485＋389） 

医療的ケア者 
 

419 人 
（30＋389） 

389 人 30 人 190 人 
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（４） 難病等 

「難病の患者に対する医療等に関する法律」において、難病は、発病の機構が明ら

かでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかる

ことにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの、と定義されています。 

１１０疾病を医療費助成の対象疾病（指定難病）と指定して制度が開始されました

が、その後の追加指定により、令和５年４月１日時点で３３８疾病が対象疾病とされ

ています。県内で指定難病に該当し、医療費助成を受けている人の数は、令和４年度

４７，５９９人となっています。 

なお、障害者総合支援法の対象となる難病等については、当初１３０疾病が対象と

されていましたが、令和６年４月より３６９疾病となる見込みです。 

 

 
 

 

 

 

  

41,949 
35,362 36,675 

40,389 39,043 40,157 

6,270 
6,555 

7,208 
7,005 7,442 41,632 

43,230 

47,597 
46,048 

47,599 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

29 30 元 2 3 4

特定医療費（指定難病）年次受給者数の推移

千葉市

千葉県

（年度）

（人）

※平成30年度から千葉市に権限移譲 資料：県疾病対策課調べ
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6,995 7,441 7,743 
8,368 8,841 

9,549 

3,046 3,108 3,268 3,486 3,773 4,174 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

29 30 元 2 3 4

公立小中学校の特別支援学級児童生徒数

小学校

中学校

（年度）

（人）

5,411 5,847 6,211 
7,047 7,020 7,430 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

29 30 元 2 3 4

公立小中学校の通級指導教室児童生徒数

児童・

生徒数

（人）

（年度）

 

 

（１） 障害のある子どもへの特別支援教育 

学校教育法に特別支援教育が位置付けられて以降、通常の学級、通級による指導、

特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場が整備されてきま

した。 

このような状況を受け、本県においても公立小中学校に設置された特別支援学級や

通級指導教室の児童生徒数は大きく増加しています。まず、公立小中学校の特別支援

学級児童生徒数について、平成２９年度は小学校６，９９５人、中学校３，０４６人

で合計１０，０４１人であったのに対し、令和４年度は小学校９，５４９人、中学校

４，１７４人で合計１３，７２３人と、３６．７％の増加となっています。また、公

立小中学校の通級指導教室児童生徒数については、平成２９年度の５，４１１人から

令和４年度は７，４３０人と、３７．３％の増加となっています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

資料：県教育庁特別支援教育課「千葉県の特別支援教育」 

資料：県教育庁特別支援教育課「千葉県の特別支援教育」 

３ ライフステージごとの状況 
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80 70 72 78 68 62 
149 145 142 138 127 128 
991 1,025 1,031 1,039 1,185 1,473 
119 124 124 107 117 101 

4,988 5,040 5,104 5,325 5,246 5,113 
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さらに、特別支援学校においても幼児児童生徒数が増加しており、公立特別支援

学校の幼児児童生徒数は平成２９年度の６，３２７人から令和４年度の６，８７７

人へと８．７％増加しています。なお、障害別の内訳で見ると、肢体不自由のある

幼児児童生徒数の増加が大きく、また、学部別の内訳で見ると、小学部の児童数の

増加が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：県教育庁特別支援教育課「千葉県の特別支援教育」

資料：県教育庁特別支援教育課「千葉県の特別支援教育」 
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（２） 障害のある人の就職者数、就職率、工賃の推移 

障害のある人が地域で生活していくために、その経済的自立は重要な課題です。 

県内のハローワークにおける障害のある人の新規求職申込件数は、コロナ禍以前の

水準を上回って年々増加傾向であり、令和４年度は９，５０２件の申込みがありまし

た。これは、平成２９年度の８，００６件と比較して１８．７％の増加となります。

なお、特に精神障害のある人の増加が目立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内ハローワークにおける障害のある人の令和４年度の就職件数は３，６６８件で

した。これは平成２９年度の３，３５１件と比較して９．５％の増加になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉労働局職業安定部「障害者の職業紹介状況」 

資料：千葉労働局職業安定部「障害者の職業紹介状況」 
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また、障害別の就職率では、身体障害、知的障害、精神障害のいずれにおいても平

成２９年度の就職率を下回っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
     
 

 

県内の特別支援学校高等部における就職希望者就職率は、平成２９年度が 

９３．５％であったのに対し、令和４年度は９４．７％と上昇しており、希望者の多

くが就職しています。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

資料：県教育庁特別支援教育課調べ 

資料：千葉労働局職業安定部「障害者の職業紹介状況」
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 一方、福祉就労における工賃では、県内の令和４年度の就労継続支援Ｂ型の工賃実

績は、月額１５，３７１円でした。これは、平成２９年度の１４，３０８円と比べる

と７．４％増加しています。 
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資料：厚生労働省／県障害福祉事業課調べ 


